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2024 年度安全報告書発行にあたり 

                                 

はじめに 

 

  平素よりエクセル航空をご利用頂き誠にありがとうございます。  

厚く御礼申し上げます。 

 

 2024 年度は、コロナウイルス感染症も「新型インフルエンザ等感染症」から、2023年 5

月には「第 5類感染症」になり約一年が経ち、社会的にも落ち着きを取り戻し、新型コ

ロナウイルス感染症発生流行前の日常生活が送れるようになったように思われます。 

エクセル航空としても旅客輸送事業（クルージング、沖縄離島便）に影響を受け、海外

からの訪日観光客も以前の状態に戻りつつありますが、以前のような運航形態に回復す

るには、時間が必要と思われ、また、エクセル航空として事業形態も（沖縄実施事業は

除く） 以前とは変化致しました。 

 

このような状況下で有りますが、エクセル航空としては、重大インシデント、航空事故

は 0 件で 2024 年度を締めることができ、経営者として、全ての社員に感謝をするとと

もに、ご利用いただいた皆様にご報告できることを改めて、心から御礼申し上げます。 

   

 ここで、ご利用いただいております皆様には、誠に心苦しいご報告をさせていただきま

すが、エクセル航空として 1994 年から千葉県浦安ヘリポートでクルージング事業等を

実施してまいりましたが、2025 年 3 月末を以て、諸事情により浦安ヘリポートが閉鎖と

なり、2025 年 4 月から茨城県つくば市のつくばヘリポートへ移転となりました。 

 浦安ヘリポートでの事業の「安全報告書」は 2024 年度が最後の年となります。 

 

 つくばへリポート移転後も引続き、改めて全ての事業に確固たる安全基盤を築き上げ、

安全意識の徹底を行い、経営者含め全社員一丸となり、安全運航確保に努めてまいりま

す。 

 

今後とも引続きご指導ご鞭撻を頂きたく宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

2025 年 8月１日  

エクセル航空株式会社 

代表取締役社長 岸田 啓二 
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安 全 報 告 書 (２０２４年度) 
                                          

 
茨城県つくば市上境 922番地 
エ ク セ ル 航 空 株 式 会 社 

 
１．輸送の安全を確保するための事業運営の基本的な方針 
（１）安全管理規程「安全方針」として以下の通り定め、思考し行動をしています。 
   ：安全は会社の経営基盤であり、最優先課題である。 

：安全は経営者始め社員一人一人に至るまで全員の責任である。 
：安全の確保は相互の信頼と一人一人の自覚ある行動・努力が必要不可欠であり、 

臆病であることも必要である。 
 
（２）基本理念（コミットメント） 

    安全は会社経営の原点であり、全社員の使命でもあります。 

 常に高い水準の安全を保持することは、社会的責務であると同時に企業存続の必須 
条件でもあります。 

    私達は全ての安全に関する情報を共有し、更なる安全運航に向けての相互信頼や 
   コミュニケーションがとられる社風の醸成を心がけると同時に、全社員が心おきな 

く安全に関する率直な報告や改善提案が出来、企業が快く受け入れられる職場環 
境を構築してゆき、安全運航を継続することに最大の努力をしていきます。 

 
（３）法令・規程の遵守等 
   ：会社及び社員は、関連法令を遵守しなければならない。 
    ：全ての社内規程は、関連法令に適合しなければならない。 
    ：全社員は該当する社内規程を遵守しなければならない。 
    ：規程の基準や標準が業務実施に不適切であった場合や、規程が関連法令に適合し 

なくなった場合は、速やかに当該規程の所管部門へ報告する。 
    ：会社は関係法令等への不適合を認めた場合は、速やかに是正する。 
 
（４）危機管理体制の強化を図ります 
   私達は、安全確保のために危機管理意識の向上、危機管理の体制を徹底するため、

安全管理規程に定めた「教育・訓練」、「リスクマネジメント」、保安計画に定めた「職

員の訓練」の確実な実施、緊急事態対処要領に関連した訓練、及び内部監査を実施

し、危機管理体制の強化を図る事に努めます。 
 

２．輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制 
（１） 安全確保に関する組織 
  ① 全体組織及び安全確保に関する情報（次頁記載） 
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エクセル航空株式会社組織図                （2024 年 4 月 1 日付） 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
② 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務 

社 長  
 (イ) 安全に対する基本理念を明示すると共に、安全に関する会社の基本方針を 

明示する。 
(ロ) 安全推進会議議長として、安全管理規程に定める事項について審議する。 
(ハ) 安全管理システムの適切性、妥当性、有効機能性のための管理体制の定期 

的な見直しと継続的な改善を行う。 
 (二) 安全統括管理者及び安全管理推進者の選任並びに解任を行う。 
 (ホ) 安全施策・安全投資に係る安全統括管理者、安全管理推進者（安全推進室 

長）及び当社認定事業場の安全管理責任者の意見を尊重し、安全施策・安 
全投資に係る最終的な判断を行う。 

運航部

浦安基地

運航課

運航管理課

那覇基地

運航課

運航管理課

整備部

浦安基地

整備課

整備管理課

那覇基地

整備課

営業部

営業課

管理部

総務経理課

沖縄支社

営業課

総務経理課

会 長 
社 長 

（安全統括管理者） 
副社長 

安全推進室 
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 (へ) 安全上の重要事項に関する経営上の意志決定に基づく指示をする。 
 (ト) 安全の推進に必要な経営資源の確保と配分を行う。 
 (チ) 認定事業場における安全管理について、監理監督を行う。 
 

   ③ 安全統括管理者の選任の方法及び要件に関する事項 
      (イ) 安全統括管理者は、会社内の安全管理の取り組みを統括的に管理する責 

任者である。 
(ロ) 社長が安全統括管理者及び安全管理推進者の選任と解任を行う。 

但し、適任者を選任できない場合には、「安全統括管理者」を社長が兼任 
することが出来る。 

(ハ) 安全統括管理者は、認定事業場の「安全管理責任者」を兼務することが出 
来る。 

      (ニ) 航空法第１０３条の２第２項第４号に規定された者。 
          (ホ) 航空法施行規則第２１２条の５に規定された経験を有する者。 
      (へ) 上記要件を満たさない者を安全統括管理者として選任しようとする場合 

には、別途国土交通大臣から承認を受ける必要が有る。 
    
      ④ 安全統括管理者の権限及び責務 

(イ) 安全管理の取り組みの統括責任者である。 
 (ロ) 安全管理システムの継続的な改善を推進し、安全の監視を行う。 
 (ハ) 安全施策・安全投資等（アルコール教育やアルコール検査等飲酒対策を 

含む）の重要な経営上の意志決定に直接関与する。 
 (ニ) 安全に関する重要事項について、経営最高責任者（社長）に報告し、事業 

者内の飲酒対策を統括管理する。 
 (ホ) 事故、災害等が起きた場合、原因の究明や是正に対する必要な勧告・提言 

を行うために、社内体制の設置の発動を行う。 
 (へ) 関連部門の組織長への安全に関する助言、勧告、援助を行う。 
 (ト) 関連部門の組織長からの安全に関する意見を尊重する。 
(チ) 安全管理推進者が不在の場合は、代理で業務を遂行する。 

    
   ⑤ 各組織の機能、役割の概要 
     :安全推進会議・・・会社の安全管理体制に関する問題点、および必要な改善策 

等を討議し、安全管理システムの継続的な改善を図ること 
を目的とし、安全管理システムにおいて各部門から独立し 
た上位の機関として、安全統括管理者の職務遂行を補佐し、 
安全に係るリスク管理の体系的な実施に中核的な役割を 
果たす。 

 また、本会議の開催は、原則的に年４回とし、その他安全 
統括管理者及び認定事業場における監査室長が必要と認め 
た時。 
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   ⑥ 各組織の機能・役割の概要及び人員数 （2024 年 4 月 1 日付） 
：安全推進室・・・ ５名（運航部４名、整備部１名 以上兼務）  

安全統括管理者を補佐し、会社の安全管理体制の維持、改

善等安全推進会議の事務局として、安全情報の提供、教育、

啓蒙活動を行う。安全監査業務における計画・実施、状況・

結果を評価、監督し、部門長等の安全に関する意見を尊重

して、安全統括管理者へ安全に関する重要事項、是正措置

等の報告を行う。 
            
     ：運航部  ・・・・１４名（安全推進室長１名兼務・安全推進室３名兼務） 
               運航業務全般及び航空機の安全運航に関する業務を統括 

する。 
浦安基地・那覇基地毎に運航管理課、運航課をおく。 

       運航管理課・・ ６名（浦安基地４名・那覇基地２名） 
               運航業務の実施にあたり安全の確保に主眼をおき、適正 

で円滑な運航を実施するための業務を行う。 
       運航課 ・・・  ８名(浦安基地５名（内１名運航管理兼務）・那覇基地３

名） 
               運航業務のうち主に飛行の実施に係る業務及び各種教育 

訓練・審査等の計画と実施、それらの記録と保管に関する 
業務等を行う。 

 
     ：整備部  ・・・・１３名（安全推進室１名兼務） 
               航空機の整備・検査・管理に関する業務の統括業務を行う。 

浦安基地に管理課、整備課・那覇基地に整備課をおく。 
       管理課 ・・・４名 
               浦安基地・那覇基地の航空機やその装備品の状況把握、時 

間管理、整備の計画、作業管理及び記録等の管理及び航空 
機や装備品、計測機器、施設、設備などの品質管理、各種 
規程・規則などの管理・整備・設定及び技術情報の一元管 
理を行う。 

       整備課 ・・・８名（浦安基地４名・那覇基地４名） 
               航空機に関する定例、非定例、特別及びその他の整備に 

関する記録の作成を行う。 
 

     ：営業部(営業課）・・ ３名 
                             浦安基地における航空運送事業（クルージング業務に関す 

る販売・契約予約受付管理）・航空機使用事業の販売、契 
約、管理・受託業務・施設事業の販売、契約等に関する業 
務を行う。 
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    ：管理部(総務経理課)・２名 
               総務、庶務、経理に関する総括・業務・ホームページ作成 

               等管理業務を行う。 

 
        ：沖縄支社・・・・・５名 
          支社長・・・・・・１名 

那覇支社全般の営業・総務管理・安全に関する事項を含む 
業務を統括する。  

営業課・・・・３名 
              沖縄地区における航空運送事業・航空機使用事業の販売、 

契約、管理・受託業務・ハンドリング業務等の販売、契約 
等に関する業務を行う。 

       総務経理課 ・１名        
              総務、庶務、経理に関する総括・業務を行う。 

  

⑦ 航空機乗組員、整備従事者の数 
（イ）航空機乗組員  ・・・・  ９名 
（ロ）整備従事者   ・・・・１３名 

 
⑧ 運航管理担当者数及び整備有資格者数 

（イ）運航管理担当者・・・・ ６名 
（ロ）有資格整備士 ・・・  １０名 

 

（２）運航の支援体制 

   ① 航空機乗組員、整備従事者、運航管理担当者の定期訓練及び審査内容 

「運航規程審査要領（空航第５８号）」「整備規程審査要領:空機第７３号」及び

「航空運送事業及び航空機使用事業の許可及び事業計画変更の許可審査要領

(安全関係):空機第６８号および空航第６９号」により定められています。 

これらの規程につきましては、航空局ホームページをご覧下さい。 

 

   ② 安全に関する問題点の把握と共有、フィードバック体制、社内啓蒙活動の取り 

組み 

下記項目について、継続的に実施しています。 

（イ）「安全管理規程」に基づき、安全についての会社方針を規定し、運航の安全 

に関わる業務、認定事業場における認定業務を実施する。 

（ロ）全社的な安全目標に対する各部署の取り組み目標を設定し、現業部門のみ 

ならず間接部門も積極的な取り組みを展開する。 

（ハ) ３ヶ月に１回を原則とし、その他必要の都度「安全推進会議」を開催し、 

会社の安全管理体制に関する問題点、及び必要な改善策等を討議し、安全 

管理体制の継続的な改善を図る（PDCA 及びリスク管理の実施）と共に、年 

１回以上全社ミーティング、３ヶ月に１回以上各部会において、安全の教 
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育等を実施し、水平展開を図る。 

（ニ）各飛行作業、整備作業等毎回作業実施前に関係者の※ＴＢＭ・ＫＹを行 

  うと共に、緊急事態対処時（不測の事態発生時）の対応を決定し、再確 

認させることにより安全に関する認識を高めている。 

※ＴＢＭ・ＫＹ（ツールボックスミーティング・危険予知）活動 

    （ホ） 日本航空技術協会主催の※ヒューマンファクター・セミナー(リカレント) 

等に積極的に参加し、参加者を講師として社内講習会を実施 

       ※ヒューマンファクター・セミナー: 業務中に人と人の関わりで発生する

エラーを予防したり再発防止したりするための講習会 

    （ヘ） 日本航空機操縦士協会主催の小型機セーフティ・セミナー及び※安全運航 

       セミナーへの積極的な参加 

        ※安全運航セミナー・・・小型航空機及びヘリコプター会社を対象として、 

国土通省航空局技術部運航課、管制保安部運用課 

が主催する安全のための勉強会 

（ト）全航連ヘリコプター部会、運航委員会、整備委員会への出席 

    （チ）防災総合訓練、緊急事態対処訓練等について年２回以上実施 

        （リ）航空局主催航空保安教育訓練・安全推進連絡会議への参加 

        （ヌ）浦安基地、那覇基地全社員持ち回りによる安全パトロール（２ヶ月毎） 

       の実施 

     

（３）保有航空機に関する情報 

   ① 保有航空機の種類                （2025年 3月 31日現在） 

     ユーロコプター式  AS355N 型 

     ユーロコプター式  AS350B2 型 

     エアバス・ヘリコプターズ式 EC130T2 型 

     エアバス・ヘリコプターズ式 EC135T3H 型 

 

② 機種別数、座席数、年間飛行時間 
   機      種 保有機数 座席数(機長席を除く) 年間飛行時間 

ユーロコプター式  AS355N 型 ２ ６ 
190 時間 10 分 

(平均 95時間 10分) 

ユーロコプター式  AS350B2 型 １ ６ 206 時間 06 分 

エアバス・ヘリコプターズ式 EC130T2 型 １ ７ 210 時間 53 分 

エアバス・ヘリコプターズ式 EC135T3H 型 １ ４ 68 時間 32 分 

   

③ 全体の平均機齢、機種別導入時期及び平均機齢 
全体の平均機齢・・・・15.6 年 

機 種・機番号 導入年月 機 齢 

AS355N 型   JA918D ２０１９年 ８月 ２２年 

AS355N 型   JA355E ２００２年  ２月 ２３年 
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AS350B2 型   JA358Y ２００７年  ２月 ２４年 

EC130T2 型   JA130A ２０１９年１０月  ５年 

EC135T3H 型  JA35RQ ２０２１年 ３月  ４年 

    
   ④ 救急用具の装備状況   

    運航形態、機体配置を勘案し、航空法施行規則第１５０条に規定され、国土交通大臣

の検査に合格し承認された、次の救急用具を航空機に搭載致します。  

品 名 搭載機 数 量 

非常信号灯 
JA355E,JA918D,JA358Y,JA35RQ 

JA130A 

必要数 

防水携帯灯 
JA355E,JA918D,JA358Y,JA35RQ 

JA130A 

必要数 

救急箱 
JA355E,JA918D,JA358Y,JA35RQ 

JA130A 

必要数 

消火器 
JA355E,JA918D,JA358Y,JA35RQ 

JA130A 

必要数 

救命胴衣  
JA355E,JA918D,JA358Y,JA35RQ 

JA130A 

必要数 

救命ボート  JA355E,JA3RQ,JA130A 必要数 

航空機用救命無線機   
JA355E,JA918D,JA358Y,JA35R 

JA130A 

必要数 

救急用具型式承認番号 

 ・非常信号灯  

型式承認番号 530 興亜化工株式会社        興亜化工式 KM-10型  

 ・救命胴衣 

型式承認番号 538 Switlik Parachute Company Inc  EV-35,ILV-20 型   

  ・救命ボート 

型式承認番号 600 Survival Products Inc     RAF11 系列型 

型式承認番号 639 Survival Products Inc     RAF12 系列型 

 ・航空機用救命無線機 

  型式承認番号 674 KANNAD       KANNAD 式 406 シリーズ型 

 
３．法第 111条の 4 に基づく報告に関する事項 

    法第 111条の 4 に規定する「航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす事態(事故、

重大インシデント及びその他の安全上のトラブル)」の発生状況 

（１）航空事故   
  無し 

 

（２）重大インシデント 

   無し 
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（３）その他安全上のトラブル 
   無し 
    
４．輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとした措置に関する事項 

（１）情報の伝達及び共有に関する事項の概要 

   下記に掲げる安全に関する情報(以下｢安全情報｣という｡)を※非懲罰環境下で収集 

し､経営の最高責任者（社長）を含め、必要な階層、部門に伝達する。 

      情報収集の目的は、事故の未然防止及び災害の予防に活用するためであり、報告者 

の責任追及や個人評価に使用せず、不利益処分等から保護される。安全情報は安全 

性の維持向上のために速やかに活用するものとし、報告の方法はその緊急度を勘案 

して選択し、Ｅメールの活用も考慮する。また、不安全事象が的確に報告されるよ 

う、対象事項、書式、処理の流れ及びフィードバックを定めた報告制度を設定し、 

運用している。 

※非懲罰環境下とは、原則として社内懲罰措置を適用しないものをいう｡ 

ただし､意図的に又は繰り返し不安全事象を発生させた場合若しくは故意に隠蔽 

や虚偽の報告をした場合を除く｡ 

    ① 事故等を防止する観点から、社員が業務実施中に経験した不安全と思われる発生 

事象について報告した情報を収集する。 

②  日常業務の状況を的確に把握するため、その遂行する事業全般において発生した 

情報を収集する。また、収集対象となった事態に関連した航空機乗組員の※疲労 

に関する情報や飲酒に関する情報＊も含むものとする。 

    ＊疲労に関する情報には、事態の発生時間、事態発生前後の睡眠時間の履歴や影響 

したと考えられる要素（乗務状況等）も含まれる。 

＊飲酒に関する情報には、アルコール等に係る不適切事案に関する情報も含まれる。 

③  航空機及び発動機等の製造者からの情報、並びに監督官庁、関係団体から発行さ 

れる報等を積極的に収集する。 

④ 義務的報告制度ではないが、不安全要素の排除に役立つ事例（ヒヤリ・ハット等） 

  を積極的に報告することを会社は奨励し、歓迎する。 

⑤ 安全情報は、安全管理規程に定めた「報告制度」及び別に定めた｢報告制度に基づ 

く報告要領｣の｢自発的報告制度｣の内容を含む｡ 

⑥ 遭遇する懸念のある自然災害の種別と程度を把握するために気象庁等から発表さ 

れる災害に関する情報を収集する。 

 

（２）事故等の防止対策 

   事故等の防止対策については、会社の安全方針、法令遵守を掲げ、安全に関する問 

題点の把握と共有、フィードバック体制、社内啓蒙活動の取組みを継続的に実施す 

ることにより、安全意識の維持向上と安全文化の醸成を図っている。 

また、各年度毎に具体的な安全指標、目標値設定を行い航空局に届け出ることによ 

り、社員一丸となり、目標を達成するという意識を持たせる事で事故防止対策とし

ている。 
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（３）事故等の発生時の対応及び災害への備えに関する事項 

 ① 事故等の発生時の対応については、社内規則として「緊急事態対処要領」を制定し 

   対応を図っている。 

   内容については 

  ：総則（目的、適用、方針、緊急時の業務範囲及び区分、発動及び終結等） 

  ：組織（緊急時の組織、各班等の主要業務、担当部課等平常時の業務等） 

  ：通信系（警報等伝達系、航空救難連絡系） 

  ：緊急時業務の実施要領 

   （発令時の行動基準、救難対策本部の開設、情報の収集、資料及び記録等の整理他） 

 

② 災害への備えに関する事項 

  災害への備えに関する事項に関して、「激甚災害（首都直下地震等）対応計画」及び

「自然災害対処要領」を制定し対応を図っている。 

いずれの場合も「人命最優先」を図る事とし、以下の通りの内容としている。 

：「激甚災害（首都直下地震等）対応計画」 

「目的」「想定災害と事業継続への影響」「非常時優先業務」「事業継続体制」 

「事業継続環境の確保」「教育訓練及び計画の見直し」等を定めている。 

  ：「自然災害対処要領」 

   「目的」「指示連絡体制（ケース別）」「災害対策・処置」「各部門の勤務対応」等を

定めている。 

 

（４）内部監査の実施及びその管理の状況の確認に関する事項の概要 

 ① 内部監査については、「安全管理規程」の「安全管理の改善」に定められた監査の他 

「内部監査要領」を定め、エクセル航空の安全管理システム及び航空保安体制の健全 

性を維持し、航空運送事業の安全性の確保と適正な航空保安対策のための組織体制 

並びに業務が規定通りに実施されているか否かを包括的に確認を行っている。 

 ② エクセル航空の航空運送事業の用に供する航空機の整備に関する事項を定めた「整 

備規程」の監査制度、また、エクセル航空が認可を受けている認定事業場の運営及 

び管理を定めた「業務規程」の内部監査実施要領により、航空機の安全性の確保の 

ための組織及び体制が規定通りに運用されているか否かを確認している。 

 ③ 各監査責任者はエクセル航空株式会社代表取締役社長と定められている。 

 ④ 内部監査の実施については、それぞれ下記の管理と確認を実施している。 

   ・計画（年度計画、準備（監査会議、チェックリスト作成及び確認）、通知） 

   ・監査（実施（チェックリストによる面談、質問等）、監査後会議、監査報告） 

   ・フォローアップ（不具合等がある場合の是正処置及び処置報告、フォローアップ

監査） 

 ⑤ その他、国土交通省航空局からの毎年度通知される「年末年始の輸送等に関する安 

全総点検実施計画」に基づき定められた点検事項、項目（省重点事項、局重点事項 

の他会社重点事項を定め）の自主監査を行い、結果について東京航空局長へ報告を 

実施している。 
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（５）輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項 

   安全管理規程の「安全管理システム」に基づき、安全推進会議での討議の内容、決 

定事項について議事録を作成し保管している。（5 年間保管） 

  

（６）事業の実施及びその管理の改善に関する事項の概要 

 ① 会社の定めた「会議運営要領」に基づき、「部長会議」「各基地会議」会議体を以下 

の通りについて実施している。 

・開催日（会議体により開催日を原則定めている） 

・招集及び議長、参加者 

・会議内容、審議事項等 

・議事録等の記録及び保管 

   を定め事業の安全、実施、改善等の判断、決定を行い、また情報の周知、共有を行 

っている。 

 ② 「全社ミーティング」についても定め、各会議にて決議した事項について、全社員 

   への周知、教育行うと共に、更なる安全、業務の改善及び効率化等の意見を直接社 

   員から取り上げる場ともなっている。 

 

（７）事業年度安全推進活動計画の実施  

 ① 安全管理体制の構築・維持・改善に必要な教育・訓練等の実施 

 ② 各規程類等による内部監査の実施 

 

（８）安全輸送に関する目標達成度、安全に関する取り組みの実施状況等、当該事業年度 

における自社の輸送安全の状況に関する総合評価 

① 2024年度 安全指標及び安全目標値 

 安全指標 安全目標値 

１ 安全教育の実施件数 

各部会：年 4 回以上 

運航部：４件  

整備部：４件  

営業部：８件 （浦 4 回、那４回） 

全社ミーティング：年 1 件以上 

：２件  

合 計：１８件 

２ ヒヤリ・ハット報告件数 

年５件以上 
浦安基地４件 
那覇基地１件 
合計 ５件 

３ 航空事故及び重大インシデント発生件数 ０件 
 

②総合評価  
１．安全教育の実施件数については、運航部４回(４回)、整備部４回(４回)、営業部浦安４

回(４回)、那覇４回(４回)実施しており、目標値として各部年４回以上実施出来た。特

に当社で平成３０年６月７日に発生した JA350D の航空事故に関しては、教訓を忘れ

ることの無いよう毎年教育を実施している。また今年度は、ロビンソン R44 の航空事

故、ドクターヘリからの窓の落下等の事案があり、その都度教育を実施した部署もあ
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り、安全教育について他社の事案も参考にして実施している。更に、当社で発生した

不具合事案、令和６年１月２日に羽田空港で発生した海上保安庁機と JAL 機の事故

関係、感染症対策、航空局からの注意喚起文書などを取り入れた教育を実施した。安

全教育は、社員の安全意識を維持向上させる効果が大きいものと認識し、多岐に渡り

安全教育を実施することにより社員一人一人の安全意識を維持向上させるとともに、

会社の安全文化の醸成に繋がるものとし、安全指標として全社員に明確に意識させ、

機会をとらえて各部会及び全社ミーティングにおいて安全教育を実施出来たと思われ

る。また、安全教育の他に今年度、自然災害（地震、津波）について、受託事業を行

っている事業者から抜き打ちの対応訓練が行われたが、会社として対応できたことは、

安全教育の成果と思われる。 
２．ヒヤリ・ハットの件数については、上半期においては報告が無く、安全指標、安全目

標値を上半期振返りで全社ミーティングでも社員に協力を依頼し、下半期に入って５

件の報告が有った。 
今年度は、上半期に報告が０件であったため、飛行作業業務以外でもヒヤリ・ハット

情報は貴重な安全情報であることを全社ミーティングにおいて社員に再度説明した。

昨年度は飛行作業業務以外でも報告が有り、安全意識が浸透していると思われたが、

上半期を思うと目標値の継続の必要性を感じている。 
また、運航時の報告があったヒヤリ・ハットについて、各作業における実際の安全確

保のための一助になったと思われる。今後も引続きヒヤリ・ハット情報の報告につい

て啓蒙して行きたい。 
３．全社一丸となって航空安全の維持に努めた結果、航空事故及び重大インシデントを発

生させることなく安全目標値を達成できた。 
 

③ 2025 年度について 
 ＊2025 年度安全指標及び安全目標値（ＳＳＰ） 
   安全指標 安全目標値 

１ 安全教育の実施件数 

各部会： 

  年 4 件以上 

全社ミーティング： 

  年 1 件以上 

２ ヒヤリ・ハット報告件数 年５件以上 
３ 安全パトロール実施件数 年６件 
４ 航空事故及び重大インシデント発生件数 ０件 

１．令和 7 年度の考え方 

    安全教育の実施は、社員の安全意識を維持向上、安全文化を醸成させる効果が大きい

ものと認識している。継続的に実施することで、実施の題目（内容的）が同様であっ

たとしても、過去事例など風化させることの無いよう、また、航空局からの事故事案、

重大インシデント事案発生による注意喚起文書、ヒヤリ・ハット報告書の活用など、

多岐にわたって様々な題目と安全教育を繰り返し実施することで潜在意識に浸透させ

ることは、社員一人一人の安全意識を維持向上させるとともに、会社の安全文化の醸

成に繋がるものと確信している。 従って、安全指標として全社員に明確に意識させ

ることが重要と思われるので、令和７年度も引き続き安全指標として安全教育の実施

を掲げる。  

２．令和 7 年度の考え方 

  ヒヤリ・ハット情報は、安全教育で利用できる情報の一つであり、また、業務上での

安全確保のためリスク、ハザード抽出の大切な報告であり、業務の内容を特定するこ
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となく様々な業務実施中における状況で発生したヒヤリ・ハット情報を報告すること

で、各個人の安全意識の向上を図る上でも重要と考える。ヒヤリ・ハット情報は、内

容により速やかに周知して注意を喚起する事案は、安全を意識する上で大切な気付き

を促すことなる。 

上記によりリスクを認識して報告するという意識行動を醸成することは安全管理上有

効である。  

令和 7年度も、安全教育で利用する情報の一つであるヒヤリ・ハット情報の収集を積

極的に行い、リスクを認識して報告する安全意識を強化することとする。 

３．令和７年度の考え方 

  今年度から新たに安全指標の一つとして安全パトロールの実施について取り組むこと

とする。 

安全パトロールとは、社員の安全意識の維持向上及び安全文化の醸成を目的として始

めたものである。毎年度パトロール重点項目等を策定し、課長職以下の社員によって

輪番制でチームを組み、時には管理職以外の社員もチームのリーダーとなってパトロ

ールを実施するものである。点検項目に示された事項を点検することで、不安全要素

や改善点、安全に関する良い取り組みなどを見つけ出そうとする訓練になり、講習会

等の参加状況や安全教育の実施状況など安全活動の実施状況についても直接確認する

ことができるようになっている。 

安全パトロールは既に継続的に実施しているところであるが、安全監査立入検査にお

いても良い取り組みであるとの評価を得ているところである。安全パトロールは、必

然的に内部監査点検項目の事前確認にもなっており、社員の安全意識の維持向上と安

全文化の醸成に貢献しているものと思われ、ヒヤリ・ハット情報収集の一助にもなる

と思われる。 

４．令和７年度の考え方 

上記３項目の安全指標とともに、つくば基地と那覇基地の安全意識の向上に努め、安

全の確保は航空運送事業会社の最優先課題であることを社員一人一人に認識させて安

全文化の醸成を図る。 

                                      以上 


